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ご意見等の概要 県の考え方・取組状況等 関係課

安全安心メールを利用した情報発信はよい取組だ
と思う。引き続き、メディアを活用した情報発信を積
極的に行ってほしい。（宮崎委員）

（ご意見） 食品安全・衛生課

今後、米国の食品安全の法律に基づく規制がされ
ていくと聞いたが、どのようなことか教えて欲しい。
（武田委員）

米国で食品安全強化法（ＦＳＭＡ）が施行され、米国に輸出
する場合、これに対応する必要があり、国際的な基準に合
致するような基準を日本でも構築中であり、今後、これに対
応する必要がある。
まずはＧＡＰ認証の取得をすすめていきたい。

ブランド推進課
地域農業振興課

【その他】
有毒植物による食中毒の予防のために、野草やき
のこについて県民が学ぶ場があればと思う。（小川
委員）

ご意見については検討したい。
今回はホームページに注意喚起を掲載した。

食品安全・衛生課

有毒植物が直売所で販売されることがないように
対応したのか？（大呂委員）

直売所に対して注意喚起を行った。 食品安全・衛生課

以前、キャラ弁は危険ということを啓発するパンフ
レットがあり、評判が良かった。引き続き食中毒予
防のために情報提供と啓発活動をお願いしたい。
（小川委員）

（ご意見） 食品安全・衛生課
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